
給排水設備 令第 129 条の 2 の 5 図書名 平面図・断面図・構造詳細図

明示すべき事項 
給水タンク等の位置及び構造・給水タンク等に設けるマンホール、オーバー

フロー管、通気のための装置の位置及び構造 

 

給水タンク等の設置要領 

（建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合）

図面作成、施工上の注意事項 

・ 平面図及び断面図などにより 6 面の保守点検及びマンホールによる内部点検が

容易、かつ、安全にできることが確認できる図とする。 

・ 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機などの機器を設ける場合、飲

料水を汚染しないための措置を記入する。 

・ 昭和 50 年建設省告示第 1597 号参照 

図面№ 

３ 

 



保温材

≒50 ≒50

ロックウール保温材

不燃材料の配管

モルタル等の不燃材料を充填

給排水設備 
令第 112 条第 15 項 

令第 129 条の 2 の 5 
図書名 二面以上の断面図 

明示すべき事項 

・ 給水管、配電管その他の管と令第 112 条第 15 項に規定する準

耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 

・ 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造 

 

図面作成、施工上の注意事項 

・ 不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法に適合する工法と

する。 

・ 不燃材料以外のスリーブ材（紙製仮枠等）を使用した場合は、配管前に必ず取り

除く。 

図面№ 

 

１ 

（a）貫通部において保温が必要な配管 （ｂ）貫通部において保温が必要ない配管 

 

・ 貫通部周囲の充填材は、必要に応じて脱落防止措置を施す。 

・ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び防火区画等を貫通する部分からそれぞれ両側に

１ｍ以内の距離にある部分を不燃材料で造る。 



給排水設備 令第 129 条の 2 の 5 図書名 配管設備の構造詳細図 

明示すべき事項 
水糟、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の

構造 

 

図面作成、施工上の注意事項 

・ あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ。 

・ 吐水口空間が取れない場合、逆止弁を設ける等有効な逆流を防ぐ措置を講ずる。 

・ 平成 12 年建設省告示第 1390 号参照 

図面№ 

４ 



給排水設備 令第129条の2の5 図書名 配管設備の構造詳細図 

明示すべき事項 排水槽（排水を一時的に滞留させるための水糟をいう。）の構造 

 

図面作成、施工上の注意事項 

・ 昭和50年建設省告示第1597号参照 

図面№ 

５ 

 

マンホール蓋

(防臭600φ)
通気管

勾配　以上、 以下―
1

15
―
1

10

FL

LWL

HWL

吸込みピット

・通気は直接外気に開放する 



給排水設備 令第 129 条の 2 の 5 図書名 配管設備の構造詳細図 

明示すべき事項 配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の措置 

 

 

 

 

 

 

 

図面作成、施工上の注意事項 

「排水トﾗｯﾌﾟ」 

・二重トラップとならないように設ける。 

・汚物などが付着し、沈殿しない構造とする。 

・容易に掃除のできる構造とする。 

「阻集器」 

・水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とする。 

・容易に掃除ができる構造とする。 

昭和 50 年建設省告示第 1597 号参照 

図面№ 

 

２ 

流出 流入 

封水深は5cm以上10cm

図 現場施工のトラップ桝の例 

仕切板 

流入 

流出 

封水深は 5cm 以上 

図  阻集器 

 



不燃材料

（鋼管等）

モルタル等の不燃材料を充填

1m 1m

排水管

シャフト内

（たて穴区画）

給排水設備 令第 129 条の 2 の 5 図書名 配管設備の構造詳細図 

明示すべき事項 
・ 配管設備の構造 

・ 配管設備の覆いの有無 

 （令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号イによる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面作成、施工上の注意事項 

・貫通位置および口径は平面図または系統図による。 

・平成 12 年建設省告示第 1422 号参照 

図面№ 

６-1 

（令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ロによる場合） 

・以下の表に従うものとする。  

硬質塩化ビニル管等の防火区画等の貫通 

給水管等の外径 

給水管等が貫通する床、壁、柱又ははり等の構造区分 
給水管等の用途 覆いの有無 材 質 肉 厚 

防火構造 
30 分 

耐火構造 

1 時間 

耐火構造 

2 時間 

耐火構造 

5.5mm 以上
90mm 90mm 90mm 90mm 

給水管 

 難燃材料又は

硬質塩化ビニ

ル 
6.6mm 以上 115mm 115mm 115mm 90mm 

配電管 

 難燃材料又は

硬質塩化ビニ

ル 

5.5mm 以上 90mm 90mm 90mm 90mm 

4.1mm 以上 61mm 61mm 61mm 61mm 

5.5mm 以上 90mm 90mm 90mm 61mm 
覆いのない 

場合 

難燃材料又は

硬質塩化ビニ

ル 6.6mm 以上 115mm 115mm 90mm 61mm 

5.5mm 以上 90mm 90mm 90mm 90mm 

6.6mm 以上 115mm 115mm 115mm 90mm 

排水管及び排水

管に附属する通

気管 

厚さ 0.5mm

以上の鉄板で

覆われている

場合 

難燃材料又は

硬質塩化ビニ

ル 
7.0mm 以上 141mm 141mm 115mm 90mm 

1 この表において、30 分耐火構造、1 時間耐火構造及び 2 時間耐火構造とは、通常の火災時の加熱にそれぞれ 30 分、1 時間及び 2

時間耐える性能を有する構造をいう。 

2 給水管等が貫通する令第 112 条第 10 項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するものは、

30 分耐火構造とみなす。 

3 内部に電線等を挿入していない予備配管にあっては、当該管の先端を密閉してあること。 



給排水設備 令第 129 条の 2 の 5 図書名 配管設備の構造詳細図 

明示すべき事項 配管設備の構造 

（令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハによる場合） 

・ 配管種別による国土交通大臣の認定を受けた工法は以下の通りとする 

 

配管種別 配管材料 認定工法の認定番号 

給水管   

排水管   

通気管   

冷媒管   

冷温水管   

ドレン管   

配電管   

   

   

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面作成、施工上の注意事項 

・使用する配管材料及び認定工法の番号を記入する。 

 

図面№ 

6-2 

 



換気設備 法第 28 条第３項 図書名 換気設備の構造詳細図 

明示すべき事項 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別 

 

 
図面№９ 

（１）排気フードⅠ型 

火源等を覆うことが
できるもの

Ｈ≦１，０００ 

ガス器具

見上図 

断面図 

点検口

点検口

Ｈ／２以上

ガス器具

※

Ｈ≦１，０００ 

※角度は 10°以上とする 

断面図 

見上図 

（２）排気フードⅡ型 



換気設備 令第１２９条の２の６ 図書名 換気設備の構造詳細図 

明示すべき事項 
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨

水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造

 

 
図面№８ 

（１）ガラリ 

モルタル又はタイル張り モルタル又はプラスター仕上げ

シーリング

モルタル又は

タイル仕上

コンクリート

アンカー

雨

コンクリート

ダクト寸法

※水切板

ダクト寸法

ブチルゴムパッキン

ブチルゴムパッキン

ネット

（２）ベンドキャップ 

勾配

シ－リング材

ベントキャップ

バックアップ材

防水モルタル充填

ネット



換気設備 令第１２９条の２の６ 図書名 
二面以上の断面図 

換気設備の構造詳細図 

明示すべき事項 

・ 給気口又は給気機の位置 

・ 排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 

・ 排気筒の立上り部分及び頂部の構造 

 

 
図面№７ 

・ 換気上有効な給気口及び排気筒を設ける。 

・ 給気口は、居室天井高さの２分の１以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造と

する。 

・ 排気口（排気筒の居室に面する開口部をいう。）は、給気口より高い位置に設け、常時開放

された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結する。 

・ 排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによって排気が妨げら

れない構造とし、かつ、直接外気に開放する。 

・ 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けない。 

・ 給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害

なものを防ぐための設備をする。 

 

 



排煙設備 令第126条の3第1項  図書名
二面以上の断面図 

排煙設備の構造詳細図 

明示すべき事項 

・ 排煙口に設ける手動開放装置の位置 

・ 排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置 

・ 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法 

 

 
図面№１０ 

図面作成、施工上の注意事項 

・ 窓の開放方式によって有効面積が異なるので注意する。 

・ 令第116条の2第1項第二号参照 

・0.8m以上1.5m以下
・天井からつり下げて設ける場合
    においては、床面からおおむね1.8m

手動開放装置
(見やすい方法で使用法を表示)

防煙区画部分の
床面積の50分の1以上

有効開口

防煙たれ壁 ： 50cm以上

H

天井から80cm以内で、
かつ、防煙壁のたけ範囲内

「令第116条の2第1項第二号」



排煙設備 
令第 5 章第 3 節の規定が

適用される排煙設備 
図書名 排煙設備の構造詳細図 

明示すべき事項 排煙口の構造 

 

 
図面№１２

排煙口 

可動パネル：鋼板製

（厚さ１．５ｍｍ以上）

ダンパー軸：亜鉛めっき棒鋼製

ガスケット

ケーシング：鋼板製

（厚さ１．５ｍｍ以上）解錠装置

排煙ダンパー

連結：鋼板製

軸受：黄銅製

ガスケット

ケーシング：鋼板製

（厚さ１．５ｍｍ以上）

解錠装置

可動羽根：鋼板製

（厚さ１．５ｍｍ以上）

ダンパー軸：亜鉛めっき棒鋼製

ガスケット



排煙設備 
令第5章第2節の規定が適用される排煙

設備 
図書名 排煙設備の構造詳細図 

明示すべき事項 ・ 令第123条第3項第一号に規定する排煙設備の構造方法 

 

 

 
図面№１１

 

図面作成、施工上の注意事項 

 

・ 窓は外倒し、突き出し、回転等の方式によるものとし、開放する。 

・ 排煙窓の有効開口面積は付室においては2㎡以上とする。 

・ 煙に接する部分は不燃材料とする。 

・ 付室の排煙窓は、延焼のおそれのある部分以外の部分に設ける。 

・ 引き違い窓、押し出し窓、開き窓、回転窓等で令第 126 条の 3 で規定する高さの位置

に手掛け等があれば、これを令第126条の3の手動開放装置とみなす。 

・ 昭和44年建設省告示第1728号参照。 

 

付室の排煙設備 

手動開放装置

天
井
高
の
1
/2
以
上付室

・0.8m以上1.5m以下
・天井からつり下げて設ける場合
   においては床面からおおむね1.8m

(見やすい方法で使用法を表示)

H 有効開口



電気設備 法第 32 条 図書名 電気設備の構造詳細図 

明示すべき事項 
・受電設備の電気配線の状況 

・常用の電源及び予備電源の種類及び構造 

 

図面作成、施工上の注意事項 
・受電電圧、架空・地中引込の区別、引込配線の仕様、主しゃ断装置の種別を記載する。 

図面№１５

高圧キャビネット
（電力会社供給取付） 

T 1φ3W 

VCT

動力配電盤 

LBS 3P 

3φ3W6600V 50Hz 
電力引込（地中） 6kV CVT 38

電灯配電盤 

T 3φ3W 



電気設備 法第 32 条 図書名 電気設備の構造詳細図 

明示すべき事項 
・受電設備の電気配線の状況 
・常用の電源及び予備電源の種類及び構造 
・予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況 

 

図面作成、施工上の注意事項 
・受電電圧、架空・地中引込の区別、引込配線の仕様、主しゃ断装置の種別を記載する。 

・予備電源の種類と予備電源から供給する負荷の名称、容量、及び電気配線仕様を記載する。 

・予備電源からの電源供給時の接続状況を記載する。 

図面№ 

１４ 

防災・保安電灯配電盤 

LBS 3P 

T 3φ3W 
スコット T

FPT200×2 

ENG ACG

MCCB 3P

DT-MC3P 

非常コンセント
1.5 kVA 

保安動力 

MCCB 3P MCCB 3PMCCB 3P

HIV200×3×2 

停電+火災で開 

HIV38×3 

FP5.5/2C 

非常用エレベータ－
15 kW 

FPT38 

一般動力配電盤 防災・保安動力配電盤 

自家発電設備 

 



電気設備 
令第５章第４節の規定が適

用される非常用の照明装置
図書名 

各階平面図 
非常用の照明装置の構造詳細図

明示すべき事項 
・非常用の照明装置によって、床面において１ルクス以上の照度を確保することができる範囲

・予備電源の位置 

・照明器具の構造 

 

図面作成、施工上の注意事項 
・非常時 30 分点灯後の必要照度を確保する最大取付間隔を記載する。 
・非常用照明器具の適合する法令、規格を記載する。 
・予備電源からの電源供給時の接続状況を記載する。 

図面№ 

１７ 

 

A 同等器具の 30 分点灯後の床面水平面照度 1 lx 以上の最大取付間隔 

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 

単体配置 A1 3.9 m  4.0  4.1  4.1  4.0  3.6  2.7  1.0 

直線配置 A2 9.4 m  9.9  10.2  10.8  11.5  11.4  10.8  10.0 

四角配置 A4 8.1 m  8.7  9.0  9.6  10.7  11.4  10.8  10.0 

 

非常用照明器具は、平成 12 年建設省告示第 1405 号に適合する構造とし、(社)日本照明器具

工業会(JIL)適合品とする。特記無き非常用照明は電池内蔵型とする。 

1 2

3 4

各分電盤に設置する 27（不足電圧継電器）
は、共用部廊下照明回路の二次側に設置する。

（第２種耐熱盤内） 

予備電源 
（AC-DC-GC） 常用電源（AC）

共用部廊下

27
MC 

分電盤結線図 

非常用白熱灯専用型 
非常時・非常灯用ハロゲン電球 30w×1 点灯 

非常用蛍光灯併用型 
非常時 FHF32wx1（1000 lm）点灯 

B 同等器具の 30 分点灯後の床面水平面照度 2 lx 以上の最大取付間隔 

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 

A1 3.9 m  4.0  4.1  4.4  4.6  4.6  4.3  3.7 

A’1 3.9 m  4.0  4.1  4.4  4.6  4.6  4.3  3.5 単体配置 

B1 3.7 m  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.0  3.5 

A2 9.4 m  9.9  10.2  11.0  12.1  12.7  13.0  13.0 
直線配置 

B2 9.1 m  9.5  9.7  10.2  11.4  12.0  12.1  12.0 

A4 8.2 m  8.7  9.0  9.8  11.0  11.8  12.5  13.0 
四角配置 

B4 8.2 m  8.7  9.0  9.4  10.5  11.4  11.8  12.0 

 

A B 



電気設備 法第 32 条 図書名 各階平面図 

明示すべき事項 ・常用の電源及び予備電源の種類及び位置 

 

図面作成、施工上の注意事項 

・主開閉器盤の位置、住戸幹線の経路を記載する。 

図面№１３

系統図参照 

ピット階平面図

1 階平面図

系統図参照 系統図参照 

系統図参照系統図参照 

東電集合住宅用変圧器へ 

ED 

主開閉器盤 



電気設備 法第 32 条 図書名 電気設備の構造詳細図 

明示すべき事項 ・予備電源の容量及びその算出方法 

 

図面作成、施工上の注意事項 
・自家発電設備の種類、型式、用途、運転時間、電圧確立時間、周囲条件を記載する。 
・発電機の電気方式と出力、原動機の型式と出力を記載する。 
・出力計算書（負荷内容を含む）を記載する。  

図面№ 

１６ 



避雷設備 
法第３３条の規定が適

用される避雷設備 
図書名 

二面以上の立面図 

小屋伏図 

避雷設備の構造詳細図 

避雷設備の使用材料表 

明示すべき事項 ＜別紙サンプル図参照＞ 

＜別紙サンプル図参照＞ 

図面作成、施工上の注意事項 

・ 受雷部システム、引き下げ導線又は接地極の位置については、小屋

伏図のほか各階平面図等に記載する方法が考えられる。 

図面№ 

１８ 

 
















